
平成２２年３月１０日

日本原燃株式会社

再処理施設の品質保証体制について
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・全社品質保証活動の推進
・事業部・室に対する品質監査

日本原燃株式会社 全社組織体系
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原子力安全の達成に係る品質保証体制概念図
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料
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の

管理

ＱＭＳのＰ・Ｃ・Ａプロセス
〔教育･文書･内部監査･品質方針・品質目標・不適合等〕

安全文化の醸成･コンプライアンス ベース活動
（再処理事業部）
（品質保証室）

Ｄｏプロセス

（再処理事業部）

製品

保安活動

（再処理事業部）
（品質保証室）

ＪＥＡＣ ４１１１に基づく品質保証体制を構築
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協力会社
（経営層）

協力会社
(品質保証部門)

協力会社
（実施部門）

品質保証
マネジメント会議

小集団活動

品質保証に
係る顧問会

ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ
・評価

再処理事業部長

調整
・指示

品質方針・レビュー

報告

品質保証室

：新設、新規実施

日本原燃

品質目標・レビュー

報告

協力会社

再処理事業部
品質保証連絡会
合同パトロール

品質監査

品質監査

品質監査
品質監査

第
三
者
監
査

再処理施設に係る品質保証体制
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不適合管理フロー（再処理事業部）

不適合
検 討
ＷＧ

許 認可
に 係ら
な い場
合

保安
監査部

以下を検討

・原因究明

・処置方針
・水平展開
・是正処置

安全上重要な
場合は再処理
安全委員会と
核燃料取扱主
任者の審査

その他安全に
係る場合は核
燃料取扱主任
者の審査

事 業
部 長
承認

処置
(工事
等)の
実施

処
置
完
了
の
承
認

・「不適合等処理票を起票して管理する事象」

か否かの確定

・原因究明、処置方針、水平展開の確認、再発

防止のための是正処置の妥当性を審査

安全に係らな
い場合

不適合等レベ
ル審査

処置完了の
確認

安全に係る場合は審査
・確認

許認可
に係る
場合は
手続き
を実施

データベースに記載

工
場
長
承
認

処置担
当部長
承認

「不適合等
処理票を起
票して管理
する事象」
か

台帳に登録

（起票）

事象
発生

品質
管理部

担当課 不適合等処
理票起票
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「再処理施設における使用済燃料によって汚染された物の取扱い
について（経過報告）」で紹介したように、使用済燃料受入れ・貯蔵
施設内の仮置き廃棄物処理等の取組みにおいて、品質保証上の反
省点があった。

「再処理施設における使用済燃料によって汚染された物の取扱い
について（経過報告）」で紹介したように、使用済燃料受入れ・貯蔵
施設内の仮置き廃棄物処理等の取組みにおいて、品質保証上の反
省点があった。

品質保証体制の振り返り
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使用済燃料受入れ・貯蔵施設内における仮置き廃棄物処理作業（封入作業、減
容作業等）の管理は、実施計画書による体制では以下のようになっており、運転
部長の指揮のもとで実施される体制となっていた。

使用済燃料受入れ・貯蔵施設内における仮置き廃棄物処理作業（封入作業、減
容作業等）の管理は、実施計画書による体制では以下のようになっており、運転
部長の指揮のもとで実施される体制となっていた。

仮置き廃棄物処理の取組みに対する反省と改善（１／３）

運転部長

燃料管理課長

現場作業取り纏め・
進捗管理班

工程管理班 一時管理区域・
新設倉庫管理班

契約・規定類整理班

仮置き廃棄物処理作業実施体制図

一時集積場所に運ばれてくる廃棄物
量の管理、一時集積場所に置かれる
廃棄物量の管理が十分に実施できて
いなかった。

フォローが甘かった。

関係部署
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＜反省点＞

一時集積場所に運ばれてくる廃棄物量の管理、一時集積場所に置かれる廃棄
物量の管理などの現状把握と予測、及び処理結果に基づき目標達成に向けて
常に計画の見直しを図る取り組みに甘さがあった。

＜反省点＞

一時集積場所に運ばれてくる廃棄物量の管理、一時集積場所に置かれる廃棄
物量の管理などの現状把握と予測、及び処理結果に基づき目標達成に向けて
常に計画の見直しを図る取り組みに甘さがあった。

＜改善点＞

○スペース維持のための区画の確保

○処理工程確保のための廃棄物の受入量等の管理方法の手順化

○工場大の会議での処理状況の進捗管理・情報共有

＜改善点＞

○スペース維持のための区画の確保

○処理工程確保のための廃棄物の受入量等の管理方法の手順化

○工場大の会議での処理状況の進捗管理・情報共有

＜品質保証体制から見る反省点＞

○会社、事業部としてＰＤＣＡを廻す品質保証体制はできつつあるものの、より

小さい単位で自らＰＤＣＡを廻すという品質保証上の意識が薄かったことは、否
定できない。

＜品質保証体制から見る反省点＞

○会社、事業部としてＰＤＣＡを廻す品質保証体制はできつつあるものの、より

小さい単位で自らＰＤＣＡを廻すという品質保証上の意識が薄かったことは、否
定できない。

仮置き廃棄物処理の取組みに対する反省と改善（２／３）
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改善点を反映し、以下の体制とした。改善点を反映し、以下の体制とした。

仮置き廃棄物処理の取組みに対する反省と改善（３／３）

燃料管理課長

現場作業取り纏め・
進捗管理班

工程管理班 一時管理区域・
新設倉庫管理班

契約・規定類整理班

見直し後の仮置き廃棄物処理作業実施体制図

再処理工場長

関係部署
技術課長

運転部長
処理状況
の進捗管
理・情報共
有の強化を
図った。

処理工程を確保するために廃棄物の受入量
等の管理方法を手順化し運用
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保修作業等により発生した線量の高い廃棄物の取扱いに
ついて

一方、保修作業等により発生した線量の高い廃棄物の取扱いについて、以下の状況が
確認された。

【現 状】
・９月７日に報告した仮置き廃棄物（８,１００本）以外に使用済燃料受入れ・貯蔵施設内に容器に封入し保管廃棄
されていない状態の廃棄物が存在する。

・当該廃棄物は、使用済燃料輸送容器の保守や燃焼度計測装置点検等の保修作業等において発生した線量
の高い廃棄物である。

・当該廃棄物を容器に封入し保管廃棄の状態にするための計画が策定できていない。（過去に同様の廃棄物を
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋に保管廃棄した実績がある。）

【管 理】
・当該廃棄物は、使用済燃料受入れ・貯蔵施設の特定の管理区域室（しゃへい機能を有し施錠管理された室）を、
作業エリアとして設定し、集約・保管している。

・これらの廃棄物が発生したエリアから当該室内へ移動する際の管理および当該室における保管状況の管理に
ついては、放射線管理計画書（放射線環境、防護措置を定める作業計画）に基づき実施している。

【 現在進行中の仮置き廃棄物処理対策の対象外とした理由】
・これらの廃棄物は作業エリア内に保管しており一時集積場所で容器に封入等を行う廃棄物とは区別していたこ
とから９月７日に報告した仮置き廃棄物（８,１００本）の対象としていなかった。

線量の高い廃棄物について保管の経緯も含めて確認するとともに、当該廃棄物の処置について
計画を策定する。
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品質保証の基本は、しっかりとした現状把握に基づき計画を立案し、計画遂行
のための具体的施策を設定するとともに、施策の実行に当たっては、目標達成に
向けてホールドポイントにおいて施策の有効性を評価し、計画へのフィードバック
をかけること（ＰＤＣＡ）であるが、現場レベルでのＰＤＣＡの展開が一部不十分で
あった。この背景には、廃棄物処理に係る問題意識の希薄さがあったと考える。

これらの反省を踏まえ、今回の事例を教訓として、今後の品質保証の展開に
しっかりと取組んで行く。

品質保証の基本は、しっかりとした現状把握に基づき計画を立案し、計画遂行
のための具体的施策を設定するとともに、施策の実行に当たっては、目標達成に
向けてホールドポイントにおいて施策の有効性を評価し、計画へのフィードバック
をかけること（ＰＤＣＡ）であるが、現場レベルでのＰＤＣＡの展開が一部不十分で
あった。この背景には、廃棄物処理に係る問題意識の希薄さがあったと考える。

これらの反省を踏まえ、今回の事例を教訓として、今後の品質保証の展開に
しっかりと取組んで行く。

仮置き廃棄物処理等に係る反省を踏まえた
品質保証の展開への取組み
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高レベル廃液漏えい及び関連する保安規定違反に至った組織要因の分析に基づき「安
全基盤強化に向けたアクションプラン」を定め、全社で展開（平成２１年４月以降）

高レベル廃液漏えい及び関連する保安規定違反に至った組織要因の分析に基づき「安
全基盤強化に向けたアクションプラン」を定め、全社で展開（平成２１年４月以降）

アクションプランに基づく改善活動の展開状況について
（１／２）

この展開の取組みの最中に、保安規定違反や新たなトラブルの発生を見たことから、原
子力安全・保安院よりの指示文書（平成２１年１１月９日）も踏まえ、取組中のアクションプラ
ンの妥当性について検証を行った。（平成２１年１１月２４日報告）

この展開の取組みの最中に、保安規定違反や新たなトラブルの発生を見たことから、原
子力安全・保安院よりの指示文書（平成２１年１１月９日）も踏まえ、取組中のアクションプラ
ンの妥当性について検証を行った。（平成２１年１１月２４日報告）

この検証では、不適合（保安規定違反やトラブル）の傾向分析のみならず、「なぜ、ヒュー
マンエラー等のトラブルが減らないのか」の観点で現場に直接係る運転員等の声を集め、
不適合の傾向分析と同じ傾向であるかの検証を行い、「ムリ・ムダや抜け落ちを無くすため
の業務改善を優先順位をつけて実施すること」や「日常の業務の中に潜在するリスクの洗
い出し」の項目を追加した。

この検証では、不適合（保安規定違反やトラブル）の傾向分析のみならず、「なぜ、ヒュー
マンエラー等のトラブルが減らないのか」の観点で現場に直接係る運転員等の声を集め、
不適合の傾向分析と同じ傾向であるかの検証を行い、「ムリ・ムダや抜け落ちを無くすため
の業務改善を優先順位をつけて実施すること」や「日常の業務の中に潜在するリスクの洗
い出し」の項目を追加した。
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使用済燃料受入れ・貯蔵施設内の仮置き廃棄物の問題を例にとると、当初のすべり出し
での取組みの甘さはあったものの、平成２２年２月以降には回復傾向を示す等、改善成果
が現れてきている。

使用済燃料受入れ・貯蔵施設内の仮置き廃棄物の問題を例にとると、当初のすべり出し
での取組みの甘さはあったものの、平成２２年２月以降には回復傾向を示す等、改善成果
が現れてきている。

アクションプランに基づく改善活動の展開状況について
（２／２）

これらアクションプランの実行にあたっては、各部門毎にどのように業務を整理するか等
のディスカッションを行い、その結果を業務計画の変更として落とし込み、展開を図ってき
た。

これらアクションプランの実行にあたっては、各部門毎にどのように業務を整理するか等
のディスカッションを行い、その結果を業務計画の変更として落とし込み、展開を図ってき
た。

アクションプランの成果については、第４回マネジメントレビュー（３月２９日）において、ア
クションプランの実効性評価結果として報告を予定している。今後、アクションプランについ
ては、第４回マネジメントレビューでの評価結果に基づき、順次、通常の品質保証活動の中
で実施予定（来年度）

アクションプランの成果については、第４回マネジメントレビュー（３月２９日）において、ア
クションプランの実効性評価結果として報告を予定している。今後、アクションプランについ
ては、第４回マネジメントレビューでの評価結果に基づき、順次、通常の品質保証活動の中
で実施予定（来年度）

しかしながら、保守作業等により発生した線量の高い廃棄物の問題を省みると、ＰＤＣＡ
の展開に不足が見られた。

しかしながら、保守作業等により発生した線量の高い廃棄物の問題を省みると、ＰＤＣＡ
の展開に不足が見られた。
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不適合事象等の

傾向分析

不適合事象等の

傾向分析

原因間の相関

関係の評価

原因間の相関

関係の評価

共通要因共通要因

アクションプラン

の改善策

アクションプラン

の改善策

アクションプランの

有効性評価

アクションプランの

有効性評価
現場の声

聞き取り

現場の声

聞き取り

【検証】

アクションプランに示した対策の評価（１／３）
（前回検討会での報告資料より抜粋）
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アクションプランに示した対策の評価（２／３）
（前回検討会での報告資料より抜粋）
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アクションプランに示した対策の評価（３／３）
（前回検討会での報告資料より抜粋）
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参 考
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不適合の水平展開要否判断フロー（再処理事業部）

凡例

1 矢印（実線）
矢印（破線）

2 他の不適合等の水平展開で起票された
事象は、新たな水平展開は不要とする。

施工検査や試験
にて検出できない

水平展開

同一ロット、同一ライン
もしくは同一工場で製
造した機器、部材があ
るか

水平展開
実施せず

同一製造法で作
成した機器、部材
があるか

水平展開

部品故障（偶発故
障）に係るものか

同一メーカ、施工会
社の施工箇所で同様
の不適合が起こる可
能性があるか

他メーカ、施工会社の
施工箇所で同様の不
適合が起こる可能性
があるか

施工検査や試験
にて検出できない

水平展開水平展開
実施せず

限定的な機器に対
する特殊な検査で
他の機器には実施
していないか

水平展開
実施せず

水平展開

手順書の不備に係
る不適合事象か

水平展開

確認ミス等の
管理不備か

（軽微、単純な記録
等の場合）
水平展開実施せず

他設備への反
映が必要か

水平展開水平展開
実施せず

水平展
開実施
せず

　　部品・材料の経年劣
化によるもの及び新た
な知見に係るもの、改
善事項などか

同一機能をもった機
器、部材があるか

製造に係る不適合事象か
　（製作設計を含む）

　施工に係る不適合事象
か（施工設計を含む）

施工検査や試験
にて検出できない

不適合等レベルが、「安
全上重要な施設の安全
機能に係る」または「その
他の安全性に関係する
機能に係る」か

不適合検討WGにおいて、費用対効果等を勘案し、最終的な水平展開要否を判断水平展開を不要とする提案
がある場合は、不適合検討

WGにて判断する

水平展開

設計に係る不適合
事象か

検査に係る
不適合事象か

運転操作に係る
不適合事象か

Ye
No



19

全社における水平展開フロー

 当該部署 水平展開検討会＊ 当該部署以外の部署 協力会社 

情報入手 

  

 

 

 

  

原因究明、是正

処置・予防処置

の検討及び計画

作成 

    

是正処置・予防

処置の実施結果

の確認 

    

 ＊：水平展開検討会の事務局は、品質保証室 

全社的展開が 
必要な事象発生 

社外の 
情報入手 

情報入手、リスト化 

原因究明、是正処置計画作成 

原因、 
是正処置計画確認後、 
水平展開のための情報 

提供の要否検討 

情報入手 

予防処置要否の検討 

要 検討終了

否 

予防処置計画作成 

要 検討終了

否 

予防処置計画確認 

実施結果の確認 予防処置実施 関係する協力会

社への水平展開

事務局案の検討 
・水平展開の要否 
・要の場合の展開のポイント 

是正処置実施 
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不適合の全社大の水平展開の考え方

対象範囲が具体
的に特定可能

不適合に関する情報入手
（水平展開検討会事務局：品質保証室）

同種の設備・
機器が有る

調査に伴うリスク
を考慮しても調
査する必要あり

過去に同様の事例
を対策していない

当該事業部で調査、検討要

室・事業部

社外

各部署へ情報提供

Ｙes

No

Ｙes

Ｙes

Ｙes

No

No

No

事業部・室間

水平展開検討会

例：原子炉制御棒抜け

例：手順書通り実施していなかった

例：光伝送ケーブル接続部の開放点検

例：近年（２年程度）対策済み
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作業計画の作成・承認に係るフロー（再処理事業部）

〔保修部各課他 〕

保修内容等の確認・調整

作業内容　電子承認

予防保全に係る計画書等

保修内容等の検討及び関係
箇所と協議

作業票  発行　　

〔 設備管理箇所 〕

作業票受付

作業依頼票受付・事象の確認

隔離操作実施

作
業
前 隔離内容確認・追加

作
業
開
始
時

作業着手  承認

隔離タグ取付承認

作業依頼票受付

隔離タグ出力

作業開始準備完了

隔離措置  確認

保修箇所

統括当直長

保
修
計
画
又
は
事
象
発
生
時

〔運転管理箇所 〕

初期診断

（隔離依頼票による）隔離依頼

当直長・直員

（作業指示書による）

事象発生

応急処置

作業依頼票　　承認　　　　

作業依頼票　発行

作業着手　承認

受付・指示

隔離内容　審査

核取への報告
が必要か

NO

YES

YES

NO

保安規定に基ずく作
業又は、複数建屋に
関係する作業か

〔核燃料取扱主任者〕

 報 　告
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作業計画に基づく作業実施に係るフロー（再処理事業部）

作
業
完
了
時

作業完了　確認

試運転

（隔離表・隔離キャンセル表）

作業完了  承認

（作業指示書による）

作
業
中

統括当直長

受付・指示隔離の復旧

（隔離表・隔離キャンセル表）
隔離の一時復旧・再隔離操作

（作業指示書による）
受付・指示

報　告

〔運転管理箇所 〕

性能試験等の結果           

作業終了  承認     

隔離の一時復旧・再隔離依頼

立会い確認（漏洩・振動データ等）

現場作業終了・隔離復旧依頼

保修箇所

当日分作業開始・終了

当直長・直員

作業票の日々受付

〔保修部各課他 〕〔 設備管理箇所 〕

（隔離依頼票による）

（隔離依頼票による）

〔関係箇所〕
必要な場合のみ

〔核燃料取扱主任者〕

現場作業は完了か？

NO

YES

単体作動テスト
シーケンステスト等は完了

か？

NO

YES

YESNO

YES

NO

通　知

保安規定に基づく作
業、又は、複数建屋
に関係する作業か

作業完了　承認

作業完了　承認

核取への報告
　が必要か


